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横浜市立大学学長 小川恵一殿 

2003年 12 月 24 日 

横浜市立大学教員組合 

執行委員長 藤山嘉夫 

 

 

小川学長は、大学の自主性・自立性を守るべく、態度を今こそ鮮明にすべきである 

  

12 月 17 日、横浜市大学改革推進本部は「市立大学教員の皆様へ」を教員に配布した。横

浜市の横浜市立大学改革推進本部に「コース案等検討プロジェクト部会」を設置し、これ

に教員が参加することを呼びかけ、「参加申込書」を添付している。「部会」員の構成の内 3

名は学長推薦とし、また、大学改革推進本部が選考する「公募」4 名程度については、選考

にあたっては学長の意見を聞くものとされている。このような形での学長の関与を前提と

する「プロジェクト部会」の設置にもかかわらず、学長が評議会において「今日初めて聞

いた」と発言しているように、学長への事前相談もないままに 17 日の評議会でこのことが

報告された。このような推進本部のやり方自体が、行政権力が大学の自立性を不当に侵害・

介入する異常な事態である。学長は、このような不当な介入に対して即刻に抗議すべき立

場にあるにも拘わらず、この点を曖昧にしていることは極めて遺憾である。 

また、「プロジェクト部会」が案を作りそれを「横浜市としての意志決定を行ないます」

としていることは、本来大学が自主的自立的に具体化すべき教育・研究の構想を、学外の

設置者が決定することになる。これは、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体

に対し直接に責任を負って行なわれるべきものである」とする教育基本法第 10 条に違反す

る。文部科学省が、法人化に際しては「大学の教育・研究の自主性を配慮しているかを、

細に渡って聴取する」とし、「大学の自主性・自律性に十分に配慮されておらず、また、大

学関係者と合意を得られずに地方公共団体から一方的に申請されたものであれば認可でき

ない。審議された経過についても、聴取したい」（全大教と文部科学省との公立大学法人化

問題での会見。2003年 11月 13 日）としているのもこのことを根拠としている。 

さらに、「参加申込書」には、「平成 15 年 12 月 1 日発表の『市立大学改革案に対する設

置者の基本的な考え方』に沿って、新しい大学づくりに参加・協力します」と記されてい

る。「申込」に際してこのような前提を立てることは、「設置者の基本的な考え方」につい

ての＜踏み絵＞を教員に対して設定するものとなっている。本「参加申込書」は大学のあ

り方を根底から破壊する異常な性格のものである。 

さらに注意したいことは、「横浜市大学改革推進本部 コース案等検討プロジェクト部会

設置要領（要旨）」があくまでも「要旨」であり、「設置要領」自体は公表されていないこ

とである。従って、「要旨」には記載されずに「設置要領」には記載されているはずの内容

が全く知らされていないのである。何を課題とするいかなる組織形態であるかを詳細に明
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確にせぬままに教員に参加を求め、このような組織で改革案の具体化を進めることは、あ

らゆる恣意的な案の具体化が可能となる余地がある。このことが杞憂ではないであろうこ

とは以下のことからも明確であろう。1）「コース案等検討プロジェクト」とされていてこ

の「等」の示す内容がいかようにも解釈されうる余地を残している。2）さらにまた、「設

置要領（要旨）」の「2 検討内容及び検討体制」においては「国際総合科学部（仮称）を

構成するコースや大学院の専攻、コース、文系博士後期課程などについて検討を行ないま

す」とされているにも拘わらず、「参加申込書」を含む関連書類が医学部、看護短期大学部

の教員にも配布されていること。3）「設置要領」それ自体を公表しないいかなる理由がな

いであろうにも拘わらず、これが公表されていない事実こそその意図が詮索されざるを得

ない根拠である。このような不明瞭な組織への教員の参加を求めること自体きわめて不当

である。 

都立大学総長の茂木俊彦氏は、日本の大学の歴史に後世語り継がれるであろう歴史的文

書において次のように述べている。「教員組織は、単に抽象化された員数の集団にすぎない

のではない。それは、憲法・教育基本法をはじめとする関係法規に従い、学生ないし都民

に対し直接に責任を負って大学教育サービスを提供することを責務とする主体の集団であ

り、また長年にわたって研究を推進し、今後それをさらに発展させようとする主体の集団

である。それゆえ既存大学からの移行、新大学設置を実りあるものにするには、教員がそ

の基本構想の策定から詳細設計にいたるまで、その知識と経験を生かし、自らの責任を自

覚しつつ、自由に意見を述べる機会が保障されなければならない」（「大学設置準備体制の

速やかな再構築を求める」2003 年 10月 7 日）。このように述べて茂木氏は、都の大学管理

本部が詳細設計への教員の参加を求めた「同意書」の撤回を管理本部に対して毅然として

要求している。 

このような態度こそが、今こそ小川学長に求められる大学人としての歴史的な責務であ

ると考える。具体的に以下の事項を小川学長に要望する。 

 

1 横浜市大学改革推進本部に対して「プロジェクト部会設置要領」「プロジェクト部会

設置要項（要旨）」「市立大学教員の皆様へ」「参加申込書」の撤回を直ちに要請する

こと。 

2 横浜市大学改革推進本に対して「コース案等検討プロジェクト部会設置要領」そのも

のの公開を要求すること。 

3 「プロジェクト部会」の部会員について、学長の推薦を行なわないこと。 

4 「参加申込書」を提出した教員と提出しない教員を不当に差別的な処遇をしないこと。 

5 コースやカリキュラム案に関する学内組織を直ちに立ち上げてその具体化を急ぐこ

と。 

6 コースやカリキュラム案の具体化にあたっては、現職の全教員がきちんと位置づけら

れるように設定すること。 


